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洪水調節機能の向上 
 旭川沿川における浸水被害の防止

又は軽減を図るため、旭川ダム、湯

原ダム等の既設ダムについて、洪水

調節機能の向上等を図る対策を実施

します。実施にあたっては、関係機

関と十分な調整を図りながら調査・

検討を行います。

整備実施箇所

旭川ダム湯原ダム

▲高潮・耐震対策イメージ

堤防の高さと幅の確保を実施し、 
高潮による浸水被害を防止します。 

耐震対策を実施し、堤防の耐震性能を強化します。 

高潮・耐震対策 

耐震対策矢板 

堤防のすべり崩壊及び 
地盤の液状化に伴う 
堤防の崩壊を防ぐ 

高潮堤防

▽平水位 

▲築堤イメージ図 

築堤 

堤防の高さと幅の確保を実施し 
洪水による浸水被害を防止します。 

▲河道掘削・樹木伐採イメージ図 

河道掘削・樹木伐

目標とする流量を安全に流下させるための断面を確保し、 

洪水による浸水被害を防止します。 

樹木伐開

H.W.L

掘削形状

平水位

現況のみお筋を残す 

※実施形状等については、今

後の調査等の結果により変

わる場合があります。 

洪水等による災害の発生の防止又は軽減

○施設整備による災害の発生の防止 
洪水氾濫対策 
資産の集積度や将来の気候変動の影響による降水量の増大等を踏まえ年超過確率1/70程度とし、その水準に相当する目

標流量を基準地点下牧で6,500m3/sとします。このうち洪水調節施設により1,500m3/sを調節して、河道の配分を5,000 

m3/sとし、旭川下流地区において、洪水氾濫による浸水被害の防止又は軽減を図るとともに、旭川中流地区及び百間川に

おいて、洪水氾濫による浸水被害の防止を図ります。なお、気候変動により降水量が変化した場合にも、平成30年７月豪

雨と同規模の洪水を安全に流下させることが可能となります。 

高潮対策 
既往最高潮位を記録し、浸水被害をもたらした平成16年８月の台風第16号による高潮が再び発生しても、大臣管理区間

からの浸水の防止を図ることを目標とします。 

内水氾濫対策 
関係機関との調整の上、ゼロメートル地帯を中心とした倉安川沿川において、昭和47年７月豪雨が再び発生しても、内

水氾濫による浸水被害の軽減（床上浸水の解消）を図ることを目標とします。 

地震・津波対策 
東海・東南海・南海地震等の現在から将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動に対して、河川管理施設の被

害の防止又は軽減を図り、施設計画上の津波高に対し、河川からの浸水を防止することを目標とします。 

○施設の能力を上回る洪水への対応 
想定し得る最大規模の洪水を含めて、施設の能力を上回る洪水が発生した場合においても、避難確保ハード対策とソフト

対策を一体的・計画的に推進し、人命・資産・社会経済の被害をできる限り軽減できるよう努めます。 

目標 

実施事項 

○段階的な整備の考え方 
 現在実施中の事業（旭川：高潮対策）を早期に完成させます。そして、岡山市街地の治水安全度を向上させるため、旭

川下流地区の築堤等を順次実施したのち、上下流バランスに配慮し、旭川中流地区の流下能力確保を目指します。また、

旭川沿川における浸水被害の防止又は軽減を図るため、築堤等と並行して旭川ダム、湯原ダム等の既設ダムの有効活用等

について調査・検討を行い、必要な対策を実施します。 

○実施事項 
築堤(高潮堤含む)・河道掘削等の実施 
旭川下流地区、旭川中流地区において洪水を安全に流せられるように、築堤・河道掘削等を実施します。また、高潮に

対して高さや堤防断面が不足している箇所で、高潮堤防の整備と耐震対策を併せて実施します。

洪水調節機能の向上 
旭川沿川における浸水被害の防止又は軽減を図るため、旭川ダム、湯原ダム等の既設ダムについて、洪水調節機能の向

上等を図る対策を実施します。実施にあたっては、関係機関と十分な調整を図りながら調査・検討を行います。 

河川管理施設の耐震対策 
堤防、河口水門、樋門等については、「河川構造物の耐震性能照査指針（国土交通省水管理・国土保全局治水課 平成

28年３月31日）」に基づき照査を実施し、地震後に津波の遡上が想定される区間については、背後地の人口・資産や土

地利用状況等を考慮しつつ、対策を実施しています。また、観測施設や河川管理施設に付属する電気・通信機器について

も耐震性能について検討し、必要な対策を実施します。 

津波対策 
高い確率で発生が予測されている東海・東南海・南海地震等による津波に備え、堤防、堰、樋門等の河川管理施設が旭

川を遡上する津波を防御できるよう施設の補強、遠隔操作システムの充実など必要な対策を実施します。 

内水対策 
過去の出水により内水被害が頻発している倉安川沿川及びその周辺の内水被害軽減を目的として、岡山市、岡山県、国

土交通省が一体となって策定した「旭川総合内水対策計画（旭川総合内水対策協議会 平成 22 年３月）」に基づき、平

成24年３月に平井排水機場、平成26年７月に倉安川排水機場のポンプが増設されました。今後、岡山市、岡山県、地

域住民と連携した、河川情報の提供や自主防災組織化の支援等のハード・ソフト対策を重層的かつ段階的に実施します。 








